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報告第1号

専決処分の承認を求めることについて

戸田市税条例の一部を改正する条例(平成30年条例第19号)について、

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙

のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求

勺ろ。

平成30年5月31日提出

戸田市長 菅 原 文 仁
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専決第1号

専決処分書

次の事項について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1
項の規定により、専決処分する。

戸田市税条例の一部を改正する条例(別紙)

平成30年3月30日

戸田市長 神 保 国 男
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戸田市税条例の一部を改正する条例

戸田市税条例(昭和35年条例第1号)の一部を次のように改正する。

第9条の2中「第34条第3項」を「第34条第5項」に、1第37条、」を

「第37条第1項及び第4項、」に、1及び」を「並びに」に改める。

第18条第2項中「当該」を「同表の」に改める。

第22条の2第1項中「の者」を「に掲げる者」に改め、同項ただし書中「に

よって」を「により」に改め、同条第2項中「によって」を「により」に、「第

2条第2項ただし書」を「第2条第4項ただし書」に改め、同条第4項中「に

よって」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第5項中「に

よって」を「により」に、「においては」を1には」に、「、第1項」を「、同

項」に改め、同条第6項中「の者」を「に掲げる者」に、「によって」を「によ

り」に、「においては」を「には」に改め、同条第7項中「の者」を「に掲げる

者」に、「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条

第8項中「の者」を「に掲げる者」に、「によって」を「により」に、「におい

ては」を「には」に改める。

第33条の3中「(以下この節」を「(次条第1項」に改める。

第33条の5第1項中「においては」を「には」に、「以下この節」を「次条

第2項」に改め、同条第3項中「第33条の5第1項」と」の次に「、「の特別

徴収義務者」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をい

う。以下同じ。)の特別徴収義務者」 と」を加える。

第34条第7項中「第37条第2項」を「第37条第4項」に改め、同項を

同条第9項とし、同条第6項を同条第8項とし、同条第5項中「第3項の場合」

を「第5項の場合」に改め、同項を同条第7項とし、同条第4項を同条第6項

とし、同条第3項中「第5項第1号」を「第7項第1号」に改め、同項を同条

第5項とし、同条第2項中「法の施行地に本店若しくは主たる事務所若しくは

事業所を有する法人」を「内国法人」に、「第321条の8第24項」を「第

321条の8第26項」に、「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第4項と

し、同条第1項の次に次の2項を加える。

2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下こ

の条において「内国法人」という。)が、租税特別措置法第66条の7第4項

及び第10項又は第68条の91第4項及び第10項の規定の適用を受ける

場合には、法第321条の8第24項及び令第48条の12の2に規定する
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ところにより、控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額
から控除する。

3 内国法人が、租税特別措置法第66条の9の3第4項及び第10項又は第

68条の93の3第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合には、法第

321条の8第25項及び令第48条の12の3に規定するところにより、

控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

第37条第1項及び第2項中「によって」を「により」に改め、同項を同条

第4項とし、同条第1項の次に次の2項を加える。

2 第34条第7項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合に

おいて、同条第7項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽そ

の他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は

第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係

る市民税又は令第48条の16の2第3項に規定する市民税にあっては、第

1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付

すべき税額の納付があった日(その日が第37条第1項の法人税額の課税標

準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同

日)から同項の申告書の提出期限までの期間」 と読み替えるものとする。

3 第35条第4項の規定は、第1項の延滞金額について準用する。この場合

において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽

その他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正に

より納付すべき市民税又は令第48条の15の5第4項に規定する市民税に

あっては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提

出により納付すべき税額の納付があった日(その日が第37条第1項の法人

税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である

場合には、同日)から同項の申告書の提出期限までの期間」 と読み替えるも
のとする。

第37条に次の2項を加える。

5 第34条第7項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合に

おいて、同条第7項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽そ

の他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は

第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係

る市民税又は令第48条の16の2第3項に規定する市民税にあっては、第
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1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付

すべき税額の納付があった日(その日が第37条第4項の連結法人税額の課

税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、
同日)から同項の申告書の提出期限までの期間」 と読み替えるものとする。

6 第35条第4項の規定は、第4項の延滞金額について準用する。この場合
において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽

その他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正に

より納付すべき市民税又は令第48条の15の5第4項に規定する市民税に

あっては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提

出により納付すべき税額の納付があった日(その日が第37条第4項の連結

法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前で

ある場合には、同日)から同項の申告書の提出期限までの期間」 と読み替え
るものとする。

第37条の7中「第2条第2項ただし書」を「第2条第4項ただし書」に改
める。

第38条第7項中「第10条の2の10」を「第10条の2の12」に改め
る。

附則第3条の2第1項中「第34条第3項」を「第34条第5項」に改め、

同条第2項中「第37条」を「第37条第1項及び第4項」に、「同条」を「こ
れら」に改める。

附則第3条の2の2第1項中「第37条に」を「第37条第1項及び第4項

に」に、「同項」を1前条第2項」に、「同条」を「これらの規定」に改める。

附則第8条の3第3項を削り、同条第4項中「附則第15条の8第3項」を

「附則第15条の8第↓項」に改め、同項第2号中「附則第12条第17項」
を「附則第12条第8項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第5項中「附

則第15条の8第4項」を「附則第15条の8第2項」に、「附則第12条第

21項第1号ロ」を「附則第12条第12項第1号口」に改め、同項を同条第

4項とし、同条第6項中「附則第15条の8第5項」を「附則第15条の8第

3項」に改め、同項第2号中「附則第12条第24項」を「附則第12条第

15項コに、1同条第17項」を「同条第8項」に改め、同項を同条第5項とし、
同条第7項中「附則第12条第26項」を「附則第12条第17項」に改め、

同項を同条第6項とし、同条第8項中「附則第7条第9項各号」を「附則第7
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条第8項各号」に改め、同項第4号中「附則第12条第30項」を「附則第

12条第21項」に改め、同項第6号中「附則第12条第31項」を「附則第
12条第22項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第9項中1附則第7条
第10項各号」を「附則第7条第9項各号」に改め、同項第5号中「附則第
12条第38項」を「附則第12条第29項」に改め、同項を同条第8項とし、

同条第10項中「附則第7条第11項各号」を「附則第7条第10項各号」に
k

改め、同項を同条第9項とし、同条第11項中「附則第7条第12項各号」を
「附則第7条第11項各号」に改め、同項第5号中「附則第12条第38項」

を1附則第12条第29項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第12項
中「附則第7条第14項」を「附則第7条第13項」に、「附則第12条第26
項」を「附則第12条第17項」に改め、同項を同条第11項とし、同条に次
の1項を加える。

12 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が
完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障
害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通
省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、

音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に
規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して
市長に提出しなければならない。

(1)納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号
又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2)家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3)家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令

(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸

場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するか
の別

(4)家屋の建築年月日及び登記年月日

(5)利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6)利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を

提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

附則第9条の見出し中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30
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年度から平成32年度まで」に改め、同条第6号中「にあっては」を「には」
に改める。

附則第9条の2の見出し中「平成28年度又は平成29年度」を「平成31

年度又は平成32年度」に改め、同条第1項中「平成28年度分又は平成29

年度分」を「平成31年度分又は平成32年度分」に改め、同条第2項中「平

成28年度適用土地」を「平成31年度適用土地」に、「平成28年度類似適用

土地」を「平成31年度類似適用土地」に、「平成29年度分」を「平成32年

度分」に改める。

附則第10条の見出し及び同条第1項中「平成27年度から平成29年度ま

で」を「平成30年度から平成32年度まで」に改め、同条第2項中「平成

27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に、

「にあっては」を「には」に改め、同条第3項中「平成27年度から平成29

年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に、「にあっては」を「に

は」に改め、同条第4項中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成

30年度から平成32年度まで」に、「当該課税標準額」を「前年度分の固定資

産税の課税標準額」に改め、同条第5項中「平成27年度から平成29年度ま

で」を「平成30年度から平成32年度まで」に改める。

附則第11条(見出しを含む。)中「平成27年度から平成29年度まで」を

「平成30年度から平成32年度まで」に改める。

附則第11条の3第1項中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成

30年度から平成32年度まで」に改め、同条第2項中「平成27年度から平

成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に、「にあっては」

を「には」に改める。

附則第13条の2第1項中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成

30年度から平成32年度まで」に改め、同条第2項中「平成30年3月31

日」を「平成33年3月31日」に改める。

附則第17条(見出しを含む。)中「平成27年度から平成29年度まで」を

「平成30年度から平成32年度まで」に改める。

附則第18条中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度か

ら平成32年度まで」に、「にあっては」を「には」に改める。

附則第19条中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度か

ら平成32年度まで」に、「にあっては」を「には」に改める。
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附則第20条、第21条、第22条(見出しを含む。)及び第24条中「平成

27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に
改める。

附則第25条中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度か

ら平成32年度まで」に、「にあっては」を「には」に改める。

附則第28条中「第17項」の次に「、第18項、第20項」を加える。
附則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の戸田市税条例(次条第1項及び第4条におい

て「新条例」という。)第37条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、

平成29年1月1日以後に同条第1項又は第4項の申告書の提出期限が到来

する法人の市民税に係る延滞金について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部

分は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年

度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に新築された地方

税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)第1条の規定による

改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条の8第2項に

規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対

して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部

分は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年

度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

8 -



報告第2号

専決処分の承認を求めることについて

戸田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成30年条例第20号)
について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に
より、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、
承認を求める。

平成30年5月31日提出

戸田市長 菅 原 文 仁

-9-



専決第2号

専決処分書

次の事項について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1
項の規定により、専決処分する。

戸田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(別紙)

平成30年3月30日

戸田市長 神 保 国 男

- 10-



戸田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

戸田市国民健康保険税条例(昭和38年条例第38号)の一部を次のように
改正する。

第2条第1項を次のように改める。

前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯

に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とす
る。

(1)基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計に

おいて負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和

33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下こ

の条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用

のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医

療の確保に関する法律(昭和57隼法律第80号)の規定による後期高齢

者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介

護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条に

おいて「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)

に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2)後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業

費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計におい

て負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)

に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3)介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法

第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)に

つき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事

業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計にお

いて負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充て

るための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

第2条第2項中「前項」を「前項第1号」に改め、同条第3項中「第1項」

を「第1項第2号」に改め、同条第4項中「第1項」を「第1項第3号」に改

め、「(国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保

険者である者をいう。以下同じ。)」を削る。

第21条第2号中「27万円」を1275,000円」に改め、同条第3号中

- 11 -



「49万円」を「50万円」に改める。

第23条の2第2項中「申告書を提出する場合には」を「申告書の提出に当

たり」に改め、「書類」の次に「の提示を求められた場合には、これら」を加え
る。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の戸田市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税に

ついては、なお従前の例による。

-12-



報告第3号

専決処分の承認を求めることについて

平成30年度戸田市一般会計補正予算(第1号)について、地方自治法(昭

和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処
分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

平成30年5月31日提出

戸田市長 菅 原 文 仁

一 13-



専決第3号

専決処分書

次の事項について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1
項の規定により、専決処分する。

平成30年度戸田市一般会計補正予算(第1号)
平成30年5月14日

戸田市長 菅 原 文 仁

-14-



平成30年度戸田市一般会計補正予算(第1号)

平成30年度戸田市の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところに
よる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ338千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ50,278,338千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為の追加は、1第2表 債務負担行為補正」による。

-15-
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議案第46号

戸田市税条例等の一部を改正する条例

(戸田市税条例の一部改正)

第1条 戸田市税条例(昭和35年条例第1号)の一部を次のように改正する。

第11条第1項中「によって」を「により」に改め、同条第3項中「この

節」の次に「(第34条第10項から第12項までを除く。)」を加える。

第12条第1項中「によって」を「により」に改め、同項第2号中

11,250,000円」を「1,350,000円」に改め、同条第2項中「控

除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、「得た金額」の次に「に

100,000円を加算した金額」を加える。

第20条の2中「扶養控除額を、」の次に「前年の合計所得金額が

25,000,000円以下である」を加える。

第20条の5中「所得割の納税義務者」を「前年の合計所得金額が

25,000,000円以下である所得割の納税義務者」に改め、同条第1号

ア及び第2号ア中「においては」を「には」に改める。

第22条の2第1項中「配偶者特別控除額」の次に「(所得税法第2条第1

項第33号の4に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)」を加え
る。

第34条第1項中「による申告書」の次に「(第10項及び第11項におい

て「納税申告書」 という。)」を加え、同条に次の3項を加える。

10 法第321条の8第42項に規定する特定法人である内国法人は、第

1項の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の市民税

の申告については、同項の規定にかがわらず、同条第42項及び施行規則

で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(次

項において「申告書記載事項」という。)を、法第762条第1号に規定す

る地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構(第

12項において「機構」という。)を経由して行う方法その他施行規則で定

める方法により市長に提供することにより、行わなければならない。

11 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が

記載された納税申告書により行われたものとみなして、この条例又はこれ

に基づく規則の規定を適用する。

12 第10項の規定により行われた同項の申告は、法第762条第1号の

-30-



機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイル

への記録がされた時に同項に規定する市長に到達したものとみなす。

第74条を第74条の2とし、第2章第4節中同条の前に次の1条を加え

る。

(製造たばこの区分)

第74条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品

に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとす

る。

(1)喫煙用の製造たば二

ア 紙巻たばこ

イ 葉巻たばこ

ウ パイプたばこ

エ 刻みたばこ

オ 加熱式たばこ

(2) かみ用の製造たばこ

(3) かぎ用の製造たばこ

第75条の次に次の1条を加える。

(製造たばことみなす場合)

第75条の2 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリ

セリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したもの(たばこ事業法第

3条第1項に規定する会社(以下この条において「会社」という。)、加熱

式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物

品又はこれらの混合物を充填したものを製造した特定販売業者、加熱式た

ばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又

はこれらの混合物を充填したものを会社又は特定販売業者から委託を受け

て製造した者その他これらに準ずる者として施行規則第8条の2の2で定

める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたもの

に限る。以下この条及び次条第3項第1号において「特定加熱式たばこ喫

煙用具」 という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。

この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、

加熱式たばことする。

第76条第1項中「第74条第1項」を「第74条の2第1項」に改め、
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「消費等」の次に「(以下この条及び第80条において「売渡し等」という。)」

を加え、同条第2項中「前項の製造たばこ」の次に「(加熱式たばこを除く。)」

を加え、「喫煙用の紙巻たばこ」を「紙巻たばこ」に、「当該右欄」を「同表

の右欄」に改め、同項後段を削り、同項の表第1号ア中「パイプたばこ」を

「葉巻たばこ」に改め、同号イ中「葉巻たばこ」を「パイプたばこ」に改め、

同条第4項中「前項」を「前2項」に改め、「関し、」の次に「第4項の」を、

「重量」の次に「又は前項の加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量」

を加え、同項を同条第6項とし、同項の前に次の1項を加える。

5 第3項第2号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本

数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ご

との1個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当

該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重

量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

第76条第3項中「前項」を「第2項」に改め、「の重量を」の次に「紙巻

たばこの」を加え、「場合の」を「場合又は前項第1号に掲げる方法により同

号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合におけ

る」に、「第74条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等」

を「売渡し等」に、「同欄に掲げる」を「第74条に掲げる」に、「喫煙用の

紙巻たばこ」を「紙巻たばこ」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項

の次に次の1項を加える。

3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、第1号に掲げる方法

により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した紙巻たばこの

本数、第2号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.2を乗じ

て計算した紙巻たばこの本数及び第3号に掲げる方法により換算した紙巻

たばこの本数に0.2を乗じて計算した紙巻たばこの本数の合計数による

ものとする。

(1)加熱式たばこ(特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。)の重量の1グラ

ムをもって紙巻たばこの1本に換算する方法

(2)加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則第16条の2の2

で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0.4グラムをもって紙巻た

ばこの0.5本に換算する方法

(3)次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙
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巻たばこの1本の金額に相当する金額(所得税法等の一部を改正する法

律(平成30年法律第7号)附則第ラ了8条第1項第1号に定めるたばこ
税の税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係

る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)第8条第1項に

規定するたばこ特別税の税率、法第74条の5に規定するたばこ税の税

率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ1,000で

除して得た金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいう。

第8項において同じ。)をもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法

ア 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項又は

第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式た

ばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和63年法律第

108号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第

2章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除
く。)

イ アに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法(昭和59年法律

第72号)第10条第3項第2号口及び第4項の規定の例により算定

した金額

第76条に次の4項を加える。

7 第3項第3号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はイに定

める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に

係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの同号ア又はイに定める金額に

当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計

額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

8 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの第3項第3

号アに定める金額又は紙巻たばこの1本の金額に相当する金額に1銭未満

の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

9 第3項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に同項に規定

する数を乗じて計算した紙巻たばこの本数に1本未満の端数がある場合に

は、その端数を切り捨てるものとする。

10 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、

施行規則で定めるところによる。

第77条中15,262円」を「5,692円」に改める。
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第78条第3項中「第74条」を「第74条の2」に改める。

第80条中「第74条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消

費等」を「売渡し等」に改める。

附則第3条の3第1項中「得た金額」の次に「に100,000円を加算し

た金額」を加える。

附則第8条の2第1項中「3分の1」を「2分の1」に改め、同条第3項

を削り、同条第4項中?「附則第15条第2項第7号」を「附則第15条第2

項第6号」に改め、同項を同条第3項とし、同条第5項中「3分の2」を14

分の3」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項を同条第5項とし、同

条第7項を同条第6項とし、同項の次に次の1項を加える。

7 法附則第15条第29項第1号に規定する市町村の条例で定める割合は、

3分の2とする。

附則第8条の2第8項中「附則第15条第29項」を1附則第15条第29

項第2号」に改める。

附則第8条の2第19項中「附則第15条の8第4項」を「附則第15条

の8第2項」に改め、同項を同条第27項とし、同条第18項を同条第25

項とし、同項の次に次の1項を加える。

26 法附則第15条第47項に規定する市町村の条例で定める割合は、O

とする。

附則第8条の2中第17項を第24項とし、第16項を第23項とし、第

15項を第22項とし、第14項中「附則第15条第32項第2号ハ」を「附

則第15条第32項第3号ハ」に改め、同項を同条第21項とし、同条第13

項中「附則第15条第32項第2号口」を「附則第15条第32項第3号ロ」

に改め、同項を同条第20項とし、同条第12項中「附則第15条第32項

第2号イ」を「附則第15条第32項第3号イ」に改め、同項を同条第19

項とし、同条第11項中「2分の1」を13分の2」に改め、同項を同条第

13項とし、同項の次に次の5項を加える。

14 法附則第15条第32項第1号ハに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

15 法附則第15条第32項第1号二に規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

16 法附則第15条第32項第1号ホに規定する設備について同号に規定
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する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

17 法附則第15条第32項第2号イに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、4分の3とする。

18 法附則第15条第32項第2号ロに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、4分の3とする。

附則第8条の2第10項を同条第12項とし、同条第9項中「附則第15

条第30項」を「附則第15条第30項第2号」に改め、同項を同条第11

項とし、同条第8項の次に次の2項を加える。

9 法附則第15条第29項第3号に規定する市町村の条例で定めろ割合は、

2分の1とする。

10 法附則第15条第30項第1号に規定する市町村の条例で定める割合

は、3分の2とする。

附則第11条の2の前の見出し中「昭和47年度」を「平成6年度」に改

ゐろ。

附則第15条の2第3項中「第37条の7」を「第37条の6」に、「第37

条の9の4又は第37条の9の5」を「第37条の8又は第37条の9」に

改める。

附則第28条中「若しくは第45項」を「、第45項若しくは第48項」

に改める。

第2条 戸田市税条例の一部を次のように改正する。

第76条第3項中10.81を「0.6」に、「0.2」を「0.4」に改める。

附則第8条の2第24項中「附則第15条第44項」を「附則第15条第

43項」に改め、同条第25項中「附則第15条第45項」を「附則第15

条第44項」に改め、同条第26項中「附則第15条第47項」を「附則第

15条第46項」に改める。

附則第28条中「第44項、第45項」を「第43項、第44項」に、「第

48項」を「第47項」に改める。

第3条 戸田市税条例の一部を次のように改正する。

第76条第3項中10.6」を10.41に、10.4を」を「0.6を」に改

め、同項第3号中「附則第48条第1項第1号」を「附則第48条第1項第

2号」に改める。

第77条中15,692円」を「6,122円」に改める。
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第4条 戸田市税条例の一部を次のように改正する。

第76条第3項中「0.4を」を10.2を」に、10.6」を10.8」に改

め、同項第3号中「所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7

号)附則第48条第1項第2号に定める」を「たばこ税法(昭和59年法律

第72号)第11条第1項に規定する」に改め、同号イ中「(昭和59年法律

第72号)」を削る。

第77条中16,122円」を「6,552円」に改める。

第5条 戸田市税条例の一部を次のように改正する。

第75条の2中「及び次条第3項第1号」を削る。

第76条第3項中「第1号」を「次」に改め、「紙巻たばこの本数に0.2

を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第2号に掲げる方法により換算した紙

巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第3号に掲

げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した」を削り、

同項第1号を削り、同項第2号を同項第1号とし、同項第3号を同項第2号

とし、同条第4項中「又は前項第1号に掲げる方法により同号に規定する加

熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合」を削り、同条第5項

中「第3項第2号」を「第3項第1号」に改め、同条第7項中「第3項第3

号」を「第3項第2号」に改め、同条第8項中1第3項第3号ア」を「第3

項第2号ア」に改め、同条第9項を削り、同条第10項を同条第9項とする。

(戸田市税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第6条 戸田市税条例の一部を改正する条例(平成27年条例第36号)の一

部を次のように改正する。

附則第6条第2項中「新条例」を「戸田市税条例」に改め、同項第3号中

「平成31年3月31日」を「平成31年9月30町に改め、同条第4項

中「新条例第74条第1項」を「戸田市税条例第74条の2第1項」に改め、

同条第13項中「平成31年4月1日」を「平成31年10月1日」に、

「1,262円」を「1,692円」に改め、同条第14項の表第5項の項中

「平成31年4月30町を「平成31年10月31日」に改め、同表第6

項の項中「平成31年9月30日」を「平成32年3月31町に改める。

附則

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
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は、当該各号に定める日から施行する。

(1)第1条中戸田市税条例第74条を第74条の2とし、第2章第4節中同

条の前に1条を加える改正規定、同条例第75条の次に1条を加える改正

規定並びに同条例第76条から第78条まで及び第80条の改正規定並び

に第6条並びに附則第5条から第7条までの規定 平成30年10月1日

(2)第1条中戸田市税条例第12条第2項の改正規定(「控除対象配偶者」

を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)及び同条例第22条の2第1

項の改正規定並びに同条例附則第15条の2第3項の改正規定並びに次条

第1項の規定 平成31年1月1日

(3)第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第4条の規定 平成

31年4月1日

(4)第2条中戸田市税条例第76条第3項の改正規定 平成31年10月

1日

(5)第1条中戸田市税条例第11条第1項及び第3項並びに第34条第1

項の改正規定並びに同条に3項を加える改正規定並びに次条第3項の規定

平成32年4月1日

(6)第3条並びに附則第8条及び第9条の規定 平成32年10月1日

(7)第1条中戸田市税条例第12条第1項第2号の改正規定、同条第2項の

改正規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)並びに同条例第20条の2及

び第20条の5の改正規定並びに同条例附則第3条の3の改正規定並びに

次条第2項の規定 平成33年1月1日

(8)第4条並びに附則第10条及び第11条の規定 平成33年10月1

日

(9)第5条の規定 平成34年10月1日

(10)第1条中戸田市税条例附則第8条の2第18項を同条第25項とし、

同項の次に1項を加える改正規定(同条第26項に係る部分に限る。) 生

産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日

(11)第1条中戸田市税条例附則第28条の改正規定 都市再生特別措置法

等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日

(市民税に関する経過措置)

第2条 前条第2号に掲げる規定による改正後の戸田市税条例の規定中個人の

市民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について

℃
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適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によ

る。

2 前条第7号に掲げる規定による改正後の戸田市税条例の規定中個人の市民

税に関する部分は、平成33年度以後の年度分の個人の市民税について適用

し、平成32年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の戸田市税条例(次条第1項及び附則第12条

において「新条例」という。)第11条第1項及び第3項並びに第34条第10

項から第12項までの規定は、前条第5号に掲げる規定の施行の日以後に開

始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の

法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税

及び同日前に開始した連結事業隼度分の法人の市民税については、なお従前

の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部

分は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年

度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された地方

税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号。次条において「改正

法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226

号。以下この条において「旧法」という。)附則第15条第2項に規定する施

設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成24年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された旧法

附則第15条第8項に規定する雨水貯留浸透施設に対して課する固定資産税

については、なお従前の例による。

4 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に締結された旧法

附則第15条第29項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家

屋(同項に規定する協定避難用部分に限る。)に対して課する固定資産税につ

いては、なお従前Ω例による。

5 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に締結された旧法

附則第15条第30項に規定する管理協定に係ろ同項に規定する償却資産に

対して課する固定資産税については、′なお従前の例による。

6 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に新たに取得され
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た旧法附則第15条第32項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に

対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第4条 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間(以下この

条において「適用期間」という。)に改正法第2条の規定による改正前の地方

税法附則第15条第43項に規定する中小事業者等(以下この条において「中

小事業者等」という。)が取得(同項に規定する取得をいう。以下この条にお

いて同じ。)をした同項に規定する機械装置等(以下この条において「機械装

置等」 という。)(中小事業者等が、同項に規定するリース取引(以下この条

において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して

使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同項に規定する経営力向

上設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを

受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税につ

いては、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第1号に掲げる規定の施行

の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の

例による。

(手持品課税に係る市たばこ税)

第6条 平成30年10月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡

し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項

第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。附則第9条第1項及び第11条

第1項において「売渡し等」という。)が行われた製造たばこ(戸田市税条例

の一部を改正する条例(平成27年条例第36号)附則第6条第1項に規定

する紙巻たばこ3級品を除く。以下この項及び第5項において「製造たばこ」

という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(附則第1条第1号に

掲げる規定による改正後の戸田市税条例(第4項及び第5項において「30

年新条例」 という。)第74条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。

以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの煮が所得税法等

の一部を改正する法律(平成30午法律第7号。附則第9条第1項及び第11

条第1項において「所得税法等改正法」という。)附則第51条第1項の規定

により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造

たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課
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されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たば

こ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵

場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該

製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に

小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合

における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造た

ばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とす

る。

2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所

ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第24

号)別記第2号様式による申告書を平成30年10月31日までに市長に提

出しなければならない。

3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成31年4月1日までに、そ

の申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下

「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しな

ければならない。

4 第1項の規定により市たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもの

のほか、30年新条例第9条、第80条第4項及び第5項、第82条の2並

びに第83条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる

30年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。

第9条 1第80条第1項若しく1戸田市税条例等の一部

は第2項、 1を改正する条例(平成

30年条例第 号。以

下この条及び第2章第

4節において「平成

30年改正条例」とい

う。)附則第6条第3

項、

第80条第1項若しく}平成30隼改正条例附

は第2項 ?則第6条第2項

第9条第3号 第63条の7第1項の 平成30年改正条例附

第9条第2号
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申告書、第80条第11則第6条第3項の納期
項若しくは第2項の申1限

告書又は第99条第1

項の申告書でその提出

期限

施行規則第34号の21地方税法施行規則の一

様式又は第34号の21部を改正する省令(平
の2様式 (成30年総務省令第

24号)別記第2号様

式

平成30年改正条例附

則第6条第3項

第82条の2第1項 1第80条第1項又は第I平成30年改正条例附
2項 I則第6条第2項

レ該各項 り同項
1

第83条第2項 第80条第1項又は第1平成30年改正条例附
2項 1則第6条第3項

5 30年新条例第81条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由

により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たば

このうち、第1項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきも

のの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当

該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定に

より、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様

式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控

除又は還付を受けようとする製造たばこについて第1項の規定により市たば

こ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づ

いて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式に
よる書類をこれらの申告書に添付しなければならない。

(手持品課税に係る市たばこ税に関する経過措置)

第7条 平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間における前

条第4項の規定の適用については、同項の表第9条第3号の項中「第63条
の7第1項の申告書、第80条第1項」とあるのは、「第80条第1項」とす

第80条第4項

第80条第5項 第1項又は第2項
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る。

(市たばこ税に関する経過措置)

第8条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第6号に掲げる規定の施行

の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の
例による。

(手持品課税に係る市たばこ税)

第9条 平成32年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販

売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、こ

れらの者が所得税法等改正法附則第51条第9項の規定により製造たばこの

製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から

移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなると

きは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸

売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が

小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管

理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り

渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税

の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当

該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所

ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25

号。附則第11条第2項において「平成30年改正規則」という。)別記第2

号様式による申告書を平成32年11月2日までに市長に提出しなければな
らない。

3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成33年3月31日までに、

その申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によって
納付しなければならない。

4 第1項の規定により市たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもの

のほか、第3条の規定による改正後の戸田市税条例(以下この項及び次項に

おいて132年新条例」という。)第9条、第80条第4項及び第5項、第82

条の2並びに第83条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄

に掲げる32年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の
右欄に掲げる字句とする。
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戸田市税条例等の一部

を改正する条例(平成

30年条例第 号。以

下この条及び第2章第

4節において「平成

30年改正条例」とい

う。)附則第9条第3

項、

第80条第1項若しく1平成30年改正条例附

は第2項 I則第9条第2項

第63条の7第1項の1平成30年改正条例附

申告書、第80条第1l則第9条第3項の納期

項若しくは第2項の申1限

告書又は第99条第1

項の申告書でその提出

期限

施行規則第34号の21地方税法施行規則の一

様式又は第34号の2]部を改正する省令(平

の2様式 I成30隼総務省令第

25号)別記第2号様

式

平成30年改正条例附

則第9条第3項

第82条の2第1項 1第80条第1項又は第1平成30年改正条例附

2項 1則第9条第2項
1

第80条第1項又は第1平成30年改正条例附

2項 j則第9条第3項
/
′

5 32年新条例第81条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由

により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たば

このうち、第1項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきも

のの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当

第9条 第80条第1項若しく

は第2項、

第9条第2号

第9条第3号

第80条第4項

第80条第5項

〆\

第1項又は第2項

第83条第2項
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該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定に

より、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様

式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控

除又は還付を受けようとする製造たばこについて第1項の規定により市たば

こ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づ

いて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式に

よる書類をこれらの申告書に添付しなければならない。

(市たばこ税に関する経過措置)

第10条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第8号に掲げる規定の施

行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前
の例による。

(手持品課税に係る市たばこ税)

第11条 平成33年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に

販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、

これらの者が所得税法等改正法附則第51条第11項の規定により製造たば

この製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場

から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとな

るときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者

が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの

者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直

接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に

売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たば

こ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、

当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所

ごとに、平成30年改正規則別記第2号様式による申告書を平成33年11

月1日までに市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成34年3月31日までに、

その申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によって

納付しなければならない。

4 第1項の規定により市たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもの

のほか、第4条の規定による改正後の戸田市税条例(以下この項及び次項に
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おいて「33年新条例」という。)第9条、第80条第4項及び第5項、第82

条の2並びに第83条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄

に掲げる33年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の
右欄に掲げる字句とする。

第9条 1第80条第1項若しく1戸田市税条例等の一部
は第2項、 1を改正する条例(平成

30年条例第 号。以

下この条及び第2章第

4節において「平成

30年改正条例」とい

う。)附則第11条第3

項、

第80条第1項若しくl平成30年改正条例附
は第2項 1則第11条第2項

第63条の7第1項の1平成30年改正条例附

申告書、第80条第11則第11条第3項の納
項若しくは第2項の申1期限

告書又は第99条第1

項の申告書でその提出

期限

施行規則第34号の21地方税法施行規則の一

様式又は第34号の21部を改正する省令(平
の2様式 1成30年総務省令第

25号)別記第2号様

式

平成30年改正条例附

則第11条第3項

第80条第1項又は第1平成30年改正条例附
2項 1則第11条第2項

区叶天 一十暉
1

第80条第1項又は第1平成30年改正条例附
2項 1則第11条第3項

第9条第2号

第9条第3号

第80条第4項

第80条第5項 第1項又は第2項

第82条の2第1項

第83条第2項
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5 33年新条例第81条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由

により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たば

このうち、第1項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきも

のの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当

該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定に

より、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様

式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控

除又は還付を受けようとする製造たばこについて第1項の規定により市たば

こ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づ

いて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式に

よる書類をこれらの申告書に添付しなければならない。

平成30年5月31日提出

戸田市長 菅 原 文 仁
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議案第47号

戸田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

戸田市国民健康保険税条例(昭和38年条例第38号)の一部を次のように
改正する。

第20条第2項に次のただし書を加える。

ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該日までに提出すること

が困難であると市長が認めた場合は、市長が定める日までに提出するものと
する。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

平成30年5月31日提出

戸田市長 菅 原 文 仁
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議案第48号

戸田市子どものための教育・保育給付に関する条例の一部を改正する条
例

戸田市子どものための教育・保育給付に関する条例(平成27年条例第1号)
の一部を次のように改正する。

別表の1の表中「13,800」を「10,100」に改める。

附則

この条例は、公布の日から施行し、改正後の戸田市子どものための教育・保

育給付に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

平成30年5月31日提出

戸田市長 菅 原 文 仁

一48-



議案第49号

戸田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例

戸田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

(平成26年条例第26号)の一部を次のように改正する。

第11条第3項第4号を次のように改める。

(4)教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状
を有する者

第11条第3項に次の1号を加える。

(10) 5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当
と認めたもの

附則

この条例は、公布の日から施行する。

平成30年5月31日+是出

戸田市長 菅 原 文 仁
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議案第50号

戸田市火災予防条例の一部を改正する条例

戸田市火災予防条例(昭和37年条例第3号)の一部を次のように改正する。
目次中「第48条」を「第49条」に、「第49条・第50条」を「第50条・

第51条」に改める。

第50条を第51条とし、第49条を第50条とする。

第6章中第48条を第49条とし、第47条の次に次の1条を加える。
(防火対象物の消防用設備等の状況の公表)

第48条 消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に

資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法又は令の規定に違
反する場合は、その旨を公表することができる。

2 消防長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該防火対象物
の関係者にその旨を通知するものとする。

3 第1項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公
表の手続は、規則で定める。

附則

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

平成30年5月31日提出

戸田市長 菅 原 文 仁
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議案第51号

戸田市立図書館条例の一部を改正する条例

戸田市立図書館条例(昭和58年条例第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「及び分室」を「、分室及び配本所」に改め、同項の表に次

のように加える。

戸田市立図書館戸田公園駅前1戸田市本町4丁目15番11号
配本所

戸田市立図書館新曽配本所 戸田市大字新曽1?3?】声聾
ー

第6条第2号中「第5火曜日(その日が休日である場合を除く。)」の次に「、
戸田市立図書館戸田公園駅前配本所にあっては戸田市行政センター条例(平成
22年条例第1号)第7条の表アの項に規定する戸田市戸田公園駅前出張所の
休所日」を加える。

第7条中「現品」の次に「若しくはその代替品」を加える。

附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に
次の1項を加える。

(休館)

2 第2条第1項の表の戸田市立図書館は、当分の間、休館する。
附則

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(戸田市行政センター条例の一部改正)

2 戸田市行政センター条例(平成22年条例第1号)の一部を次のように改
正する。

第3条第4号を削る。

第4条中「(4)配本所 戸田市立図書館戸田公園駅前配本所」を削る。
第5条中「(配本所の業務は、教育委員会規則)」を削る。
第7条の表工の項を削る。

第17条中「(配本所については、教育委員会規則)」を削る。
平成30年5月31日提出

戸田市長 菅 原 文 仁
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議案第52号

財産の取得について

高規格救急自動車として、下記のとおり財産を取得するものとする。よって、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年
条例第9号)第3条の規定により、議会の議決を求める。

記

高規格救急自動車

戸田市消防本部

高規格救急自動車 1台
ざ

蟻装一式

取付品一式

積載品一式

附属品一式

額゛金19,980,000円

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金1,480,000円)

平成31年2月15日

埼玉県戸田市美女木三丁目9番地の1

埼玉トヨタ自動車株式会社 戸田店

店長 辻田 直樹

平成30年5月31日提出

取得財産名

納入場所

仕様内容

1
1

2

3

金4

納入期限

契約者

5

6

戸田市長 菅 原 文 仁
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議案第52号参考

高規格救急自動車概要

1 概要

救急活動において、最新の救急資機材を積載し、救急自動車としての最

適の構造及び性能を有し、救急業務を充分に遂行できる装備も兼ね備えた

車両としている。

2 仕様

(1)車両の主な諸元及び性能

① シャシ 4WD 高規格救急自動車専用車両

② 車両全長 約5,800mm以下

③ 車両全幅 約1,900mm以下

④ 車両全高 約2,600mm以下

  室内長さ 約3,000mm以上

  患者室幅 約1,600mm以上

  患者室高さ 約1,800mm以上

  乗車人員 7名程度

  エンジン排気量 約2,693cc以上

 )動力伝達装置 オートマチックトランスミッション

(2)車両の主な蟻装及び取付品

① 赤色回転灯

② 防水型後退警報器

③ パソクアイモニター

④ 電子サイレン

  カーナビゲーション

  救急へルメット収納

  酸素ボンベ(10リットル)収納庫

  人工呼吸器用配管

  ストレッチャー積載架台

 )資機材収納庫

(3) 車両の主な積載品及び附属品

① ストレッチャー

② 救命浮輸

③ 車輪止め
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人

(消費税及び地方消費税の額含まず。単位円)

業者名

回 数
第1回 摘要

?4±?トヨタ自L!?箭9?戸田店 18,500,9nO 落札

(消費税及び地方消費税の額含まず。単位円)

罰 算 軒斤8,580,3?84
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